
奈
良
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

奈
良
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
五
十
号
）

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
希
少
野
生
動
植
物
コ
サ
ナ
エ
保
護
管
理
事
業
計
画
を
定
め
た

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
告
示
し
、
当
該
保
護
管
理
事
業
計
画
を
奈
良
県
水
循

環
・
森
林
・
景
観
環
境
部
景
観
・
自
然
環
境
課
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

対
象
と
す
る
種

コ
サ
ナ
エ

二

事
業
の
目
標

１

当
面
の
目
標

自
然
下
に
お
け
る
安
定
的
な
存
続

（一）

生
息
地
に
お
け
る
住
民
の
認
知
度
向
上

（二）
２

中
・
長
期
の
目
標

生
息
地
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
住
民
と
の
地
域
連
携
に
よ
る
保
全
活
動
の
展
開

（一）

個
体
群
の
生
態
解
明

（二）

三

事
業
を
行
う
区
域

県
内
の
本
種
が
生
息
す
る
地
域

四

事
業
の
内
容

事
業
計
画
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

当
面
の
事
業

現
状
の
把
握

（一）

新
た
に
確
認
さ
れ
た
生
息
地
に
お
け
る
コ
サ
ナ
エ
の
発
生
規
模
、
土
地
の
利
用
状
況
等
の
現

状
の
把
握

生
息
地
の
状
況
把
握
及
び
連
絡
体
制
の
整
備

（二）

既
知
生
息
地
の
状
況
把
握
の
た
め
の
生
息
地
関
係
者
と
の
連
絡
体
制
等
の
事
前
構
築

生
息
地
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

（三）

成
虫
調
査
、
脱
殻
調
査
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
実
施

知
識
の
普
及
及
び
啓
発

（四）

関
係
機
関
と
の
協
働
に
よ
る
効
果
的
な
普
及
・
啓
発
活
動
の
実
施



２

中
・
長
期
の
事
業

生
息
環
境
の
創
出
・
改
善

（一）

生
息
地
に
負
の
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
回
避
及
び
軽
減
の
た
め

の
水
域
の
創
出
、
既
存
水
域
内
で
の
保
全
区
画
の
設
定
等
の
生
息
環
境
の
改
善
の
検
討

保
全
活
動
体
制
の
構
築

（二）

生
息
地
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
個
人
・
団
体
が
主
体
と
な
っ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
、
保
全

活
動
等
の
中
・
長
期
的
な
展
開
に
向
け
た
協
働
団
体
等
へ
の
働
き
か
け
等
の
実
施

調
査
・
研
究

（三）

個
体
群
の
実
態
解
明
の
た
め
の
大
学
等
の
研
究
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
調
査
等
の
検
討
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